
特別児童扶養手当、児童扶養手当を受給中または停止中の人へ

子育てで悩んでいませんか？
～訪問型家庭教育支援事業～

島原市制施行70周年記念事業

ミュージカルファンタジー「オズの魔法使い」

●満11週までに妊娠届けを出し、母子健康手帳をもらいましょう
●妊娠を機に健康について考え、妊娠中の喫煙・飲酒はやめましょう

●妊娠中の服薬は、医師や薬剤師の指導に従いましょう

●妊産婦・乳幼児健康診査を必ず受けましょう

●不安やストレスをためないように、解消法を見つけましょう

●近所との情報交換に努め、子育てについて学びましょう

●育児サークル、子育て講座・講演に参加しましょう

と　き　８月29日（日）
・１回目　開場12時30分　開演13時
・２回目　開場15時30分　開演16時
ところ　島原文化会館

対象者　市内在住の小学生、幼児、同

　　　　伴の保護者

入場料　無料（ただし、島原文化会館

　　　　および有明総合文化会館で配

　　　　布する入場整理券が必要）

問い合わせ先　文化・スポーツ振興グ

　　　　ループ（☎内線６６３）

　子育てのこと、一人で悩んでいませんか。

仕事で相談に行く時間がなくて困っていませ

んか。希望の時間に希望の場所で、子育てに

関する情報提供をしたり、相談に応じる、訪

問型の家庭教育相談を行っています。

訪問型家庭教育相談とは…相談に行きたいけ

ど、家庭の事情や仕事の都合で出向くことが

できない人の子育てを支援する事業です。支

援相談員が、希望の時間に、自宅などの希望

する場所へ訪問して、子育てに関するさまざ

まな相談に応じます。

支援相談員とは…地域の子育て経験者などか

らなる相談員です。子育てに関する情報提供

や相談に応じます。

相談料がかかりますか…相談は無料です。

支援相談員に来て欲しいときはどうすればよ

いのでしょうか…次の問い合わせ先に電話し

てください。希望の時間に希望の場所へ支援

相談員を派遣します。

問い合わせ先

社会教育グループ（☎内線６５１）

こども支援グループ（☎内線２７８）

“安心して出産し、悩みや不安なく子育てをするために”

 家庭でできること

現在、児童扶養手当を受給中または停止中の人は、現況届（所得状況）を提出する必要があります。

■受付期間…次の期間に、受給資格者本人が手続きを行っ

　てください。期間内に来ることができない場合、必ず８

　月31日（火）までに手続きをしてください。手続きが遅

　れると、８月分以降の手当が受けられなくなります。

・児童扶養手当…８月16日（月）から８月20日（金）まで

・特別児童扶養手当…8月23日（月）から8月25日（水）まで

■申請・問い合わせ先…こども支援グループこども福祉班

　（☎内線２７６）または有明支所（☎内線５０６）

父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

■児童扶養手当とは…父または母と生計を同じくしていな

　い子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）の生活の安

　定・自立を促進し、子どもの福祉の増進を目的として支

　給される手当です。

■対象となる人…次の①～⑤のいずれかの子ども（18歳に
　達する日以後最初の３月31日までの間にある子ども）を
　監護し、かつ、生計を同じくしている父

　①父母が婚姻を解消した子ども

　②母が死亡した子ども

　③母が一定程度の障がいの状態にある子ども

　④母の生死が明らかでない子ども

　⑤その他（母が１年以上遺棄している子ども、母が１年
　　以上拘禁されている子どもなど）

■支給額および支給方法…子どもの数、父や同居の親族の

　所得状況により決定され、年３回（４月・８月・12月）
　口座振込により支給されます。

　※所得制限があるため、支給できない場合があります

■受付と支給開始月…８月２日（月）から受け付けを行いま
　す

・７月31日までに対象要件を満たした人
　→11月30日までに申請すると、８月分から支給
・８月１日から11月30日までに対象要件を満たした人
　→11月30日までに申請すると、対象となった日の翌月分
　　から支給

　※11月30日を過ぎると、申請の翌月分からの支給となり
　　ます

■申請手続きに必要なもの

　①受給資格者および子どもの戸籍謄本と住民票

　②受給資格者の印鑑

　③受給資格者名義の通帳

　※養育状況により、別途提出書類が必要な場合がありま

　　す

■申請・問い合わせ先…こども支援グループこども福祉班

　（☎内線２７６）または有明支所（☎内線５０６）

　母子家庭を対象としていた児童扶養手当が、平成２２年８月から父子家庭にも支給されることになりました。

　児童扶養手当を受給するには、申請（認定請求）が必要ですので、忘れずに手続きを行ってください。　　　

「島原市次世代育成支援行動計画」
の基本目標２の（１）から抜粋◎今月の子育て行動目標
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